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令和６年村上市議会第３回定例会会議録（第５号）

〇議事日程 第５号

令和６年９月２７日（金曜日） 午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 諸般の報告

第 ３ 議第８４号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）撤回の件

第 ４ 請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関する請願

第 ５ 請願第３号 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立に係る意見書採択を求める請願書

請願第４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める請願書

第 ６ 議第７３号 村上市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定について

第 ７ 議第７４号 村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例制定につ

いて

議第７５号 子どもに係る医療費助成の一部負担金無償化に伴う関係条例の整備に関する

条例制定について

議第７６号 村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定

について

議第７７号 村上市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定について

議第７８号 村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

議第７９号 村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

議第８０号 公の施設に係る指定管理者の指定について

第 ８ 議第８１号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定について

第 ９ 議第８２号 令和６年度村上市一般会計補正予算（第７号）

議第８３号 令和６年度村上市情報通信事業特別会計補正予算（第１号）

議第８４号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）

議第８５号 令和６年度村上市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議第８６号 令和６年度村上市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

議第８７号 令和６年度村上市下水道事業会計補正予算（第１号）

第１０ 議第８８号 令和５年度村上市一般会計歳入歳出決算認定について

議第８９号 令和５年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について

議第９０号 令和５年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定について

議第９１号 令和５年度村上市蒲萄スキー場特別会計歳入歳出決算認定について
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議第９２号 令和５年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

議第９３号 令和５年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

議第９４号 令和５年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議第９５号 令和５年度村上市上水道事業会計決算認定について

議第９６号 令和５年度村上市簡易水道事業会計決算認定について

議第９７号 令和５年度村上市下水道事業会計決算認定について

第１１ 議第９８号 村上市民ふれあいセンター空調改修（機械設備）工事の工事請負契約の締結

について

第１２ 議第９９号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）

第１３ 議員発議第１２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関する

意見書の提出について

第１４ 議員発議第１３号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増

額・拡充を求める意見書の提出について

議員発議第１４号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増

額・拡充を求める意見書の提出について

第１５ 議員発議第１５号 訪問介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める意見書の提出

について

第１６ 議員発議第１６号 姫路敏議員に対する辞職勧告決議

第１７ 議員派遣の件

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 諸般の報告

日程第 ３ 議第８４号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）撤回の件

日程第 ４ 請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関する請

願

日程第 ５ 請願第３号 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立に係る意見書採択を求める請願

書

請願第４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める請願書

日程第 ６ 議第７３号 村上市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

日程第 ７ 議第７４号 村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例制定

について
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議第７５号 子どもに係る医療費助成の一部負担金無償化に伴う関係条例の整備に関

する条例制定について

議第７６号 村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

制定について

議第７７号 村上市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定について

議第７８号 村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制

定について

議第７９号 村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

議第８０号 公の施設に係る指定管理者の指定について

日程第 ８ 議第８１号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定について

追加日程第１ 議員発議第１７号 議第８１号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定につ

いてに関する附帯決議

日程第 ９ 議第８２号 令和６年度村上市一般会計補正予算（第７号）

議第８３号 令和６年度村上市情報通信事業特別会計補正予算（第１号）

議第８５号 令和６年度村上市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議第８６号 令和６年度村上市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

議第８７号 令和６年度村上市下水道事業会計補正予算（第１号）

日程第１０ 議第８８号 令和５年度村上市一般会計歳入歳出決算認定について

議第８９号 令和５年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について

議第９０号 令和５年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定について

議第９１号 令和５年度村上市蒲萄スキー場特別会計歳入歳出決算認定について

議第９２号 令和５年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

議第９３号 令和５年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

議第９４号 令和５年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議第９５号 令和５年度村上市上水道事業会計決算認定について

議第９６号 令和５年度村上市簡易水道事業会計決算認定について

議第９７号 令和５年度村上市下水道事業会計決算認定について

日程第１１ 議第９８号 村上市民ふれあいセンター空調改修（機械設備）工事の工事請負契約の

締結について

日程第１２ 議第９９号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）

日程第１３ 議員発議第１２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関

する意見書の提出について

日程第１４ 議員発議第１３号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成
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の増額・拡充を求める意見書の提出について

議員発議第１４号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成

の増額・拡充を求める意見書の提出について

日程第１５ 議員発議第１５号 訪問介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める意見書の

提出について

日程第１６ 議員発議第１６号 姫路敏議員に対する辞職勧告決議

日程第１７ 議員派遣の件

〇出席議員（２０名）

１番 魚 野 ル ミ 君 ２番 佐 藤 憲 昭 君

３番 野 村 美 佐 子 君 ４番 富 樫 光 七 君

５番 上 村 正 朗 君 ６番 菅 井 晋 一 君

７番 富 樫 雅 男 君 ８番 髙 田 晃 君

９番 小 杉 武 仁 君 １０番 河 村 幸 雄 君

１１番 渡 辺 昌 君 １２番 尾 形 修 平 君

１３番 鈴 木 一 之 君 １４番 鈴 木 い せ 子 君

１５番 川 村 敏 晴 君 １６番 姫 路 敏 君

１７番 長 谷 川 孝 君 １８番 大 滝 国 吉 君

１９番 山 田 勉 君 ２０番 三 田 敏 秋 君

〇欠席議員（なし）

〇地方自治法第１２１条の規定により出席した者

市 長 高 橋 邦 芳 君

副 市 長 大 滝 敏 文 君

教 育 長 遠 藤 友 春 君

政 策 監 須 賀 光 利 君

総 務 課 長 長 谷 部 俊 一 君

財 政 課 長 榎 本 治 生 君

企画戦略課長 山 田 美 和 子 君

税 務 課 長 永 田 満 君

市 民 課 長 小 川 一 幸 君

環 境 課 長 阿 部 正 昭 君
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保健医療課長 押 切 和 美 君

介護高齢課長 志 田 淳 一 君

福 祉 課 長 太 田 秀 哉 君

こ ど も 課 長 山 田 昌 実 君

農林水産課長 小 川 良 和 君

地 域 経 済 富 樫 充 君振 興 課 長

観 光 課 長 田 中 章 穂 君

建 設 課 長 須 貝 民 雄 君

都市計画課長 大 西 敏 君

上下水道課長 稲 垣 秀 和 君

会 計 管 理 者 大 滝 豊 君

農 業 委 員 会 高 橋 雄 大 君事 務 局 長

選 管 ・ 監 査 木 村 俊 彦 君事 務 局 長

消 防 長 田 中 一 栄 君

学校教育課長 小 川 智 也 君

生涯学習課長 平 山 祐 子 君

荒 川 支 所 長 平 田 智 枝 子 君

神 林 支 所 長 瀬 賀 豪 君

朝 日 支 所 長 五 十 嵐 忠 幸 君

山 北 支 所 長 大 滝 き く み 君

〇事務局職員出席者

事 務 局 長 内 山 治 夫

事 務 局 次 長 鈴 木 渉

書 記 中 山 航
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午前１０時００分 開 議

〇議長（三田敏秋君） おはようございます。ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。

本日の会議は、お手元に配付の議事日程により議事を進めてまいりますので、よろしく御協力を

お願いいたします。

日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（三田敏秋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則の規定によって、２番、佐藤憲昭君、13番、鈴木一之君を指名いた

します。御了承を願います。

日程第２ 諸般の報告

〇議長（三田敏秋君） 日程第２、諸般の報告を行います。

理事者から報告をお願いします。

市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） おはようございます。諸般の報告について申し上げます。

初めに、９月20日からの大雨に関する状況につきまして御報告を申し上げます。令和６年９月20日

から23日にかけて、日本海から新潟県付近に前線が停滞し、低気圧や前線に向かって暖かく湿った

空気が流れ込んだ影響で、大気が非常に不安定となり、市内各所で断続的に激しい降雨がありまし

た。９月20日午前７時48分に気象庁より大雨警報が発表され、その後、午前８時16分には洪水警報

が、午前８時25分には土砂災害警戒情報が相次いで発表されました。本市といたしましても、速や

かに状況を判断し、９月20日午前９時に市内７か所に自主避難所を開設したところであります。降

り続く雨により市内河川の水位が上昇し始め、20日午前10時50分に三面川宮ノ下観測所で水防団待

機水位に、午前11時には三面川泉町観測所で水防団待機水位に、正午には荒川上関観測所で氾濫注

意水位となり、消防団及び関係機関による河川監視活動を実施をいたしたところであります。そう

した中、午前10時頃から正午過ぎにかけて、神林地域殿岡集落を流れる石川が一時溢水し、集落内

を通る一般国道290号の一部が冠水したほか、桃川集落を流れる百川でも溢水が発生し、隣接する

道路及び民地が一時冠水するなどいたしましたが、午後から雨が弱まり、小康状態となったことか

ら、次第に河川水位が低下し、幸い大きな被害には至りませんでした。同日午後７時５分には、土

砂災害警戒情報も解除となったところであります。翌日９月21日は、早朝から再び激しい降雨があ

り、午前５時40分には気象庁から再び土砂災害警戒情報が発表されました。前日から断続的に降る

雨の影響や土砂災害危険箇所の状況、新潟県土砂災害警戒情報システムによるデータから、降雨に
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よる災害発生のリスクが極めて高くなっていると判断し、同日午前９時55分に村上市災害対策本部

を設置、午前10時10分に村上地域の大月、野潟、間島に避難指示を、午前10時25分には朝日地域の

寺尾、宮ノ下、下中島、鵜渡路、上野、猿沢に避難指示を、午前11時３分には神林地域の山田に、

午前11時９分には村上地域の岩ケ崎に避難指示を発令をいたしたところであります。午後零時43分

には村上地域の下山田及び上山田と朝日地域の小揚に、午後２時28分には村上地域の瀬波温泉二丁

目、三丁目に順次避難指示を発令し、安全な場所への避難を呼びかけ、避難所での受入れと、万が

一災害が発生した場合、迅速に対応するため、監視、警戒体制を徹底をいたしたところであります。

21日に避難指示を発令した町内、集落は合計で16町内であり、避難所には最大24人の方が避難され

たところであります。このほか、集落の組織や自主防災会などにより自主的に各集落センターなど

へ避難を実施したという報告を受けているところであります。同日午後から次第に雨も弱まり、新

潟地方気象台からの気象情報や新潟県土砂災害警戒情報システムのデータなどから総合的に状況を

見極めた上で、避難指示区域の巡視を実施をし、危険な状況が見られないことを確認した後、午後

２時30分に避難指示を解除し、注意配備監視体制に移行した次第であります。その後も警戒活動は

継続しておりましたが、同日午後８時30分には土砂災害警戒情報が解除となり、翌日９月23日午後

４時４分には全ての警報が解除となりました。

この大雨による被災状況については、現在状況の把握を行っているところでありますが、現時点

での状況につきましては、市道三面２号線や市道小揚茎太線など市道20路線22か所で道路のり面の

崩落を確認したほか、市内各所において道路の冠水が確認され、車両等の通行が困難になる状況が

発生をいたしました。また、林道岩船東部線や林道海府南線を含め、林道31路線37か所で土砂流出

や路面洗掘などの被害が発生したほか、村上、神林、朝日、山北を中心に市内の各地域で圃場や農

業施設40か所に畦畔の崩壊や土砂流入、水路の閉塞などが発生したほか、河川の護岸ブロックの崩

壊などによる被害を４か所で確認するなど、昨日９月26日の時点で111か所の被害を確認している

ところであります。また、ＪＲ羽越本線の村上駅から間島駅の間において線路の道床流出が発生し、

この区間が不通となっているほか、羽越本線を走る特急などが運休となっております。これに対し、

ＪＲでは通学・通勤者に向けての救済措置としてバス運行を行っているところであります。市とい

たしましても、早急に不通区間の復旧を図るよう、ＪＲ東日本新潟支社に対して緊急の要請を行っ

たところであります。現在もこの大雨による被害についての調査を継続して行っているところであ

りますが、幸い人的被害及び人家への被害報告はなく、安堵をいたしているところであります。９

月20日から続いた大雨によって被災した箇所については、直ちに災害復旧に着手することといたし

ておりますが、これに係る予算措置については改めて議会に御提案させていただくこととなります

ので、格段の御理解を賜りますようお願い申し上げる次第であります。

このたびの大雨では、自主防災会や各自治会を中心として、大変落ち着いた行動をお取りいただ

いたほか、各地域の消防団の皆様にも積極的に警戒と避難誘導に当たっていただきました。また、
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国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所からは、村上市街地の浸水防止対策として、瀬波排

水機場における排水作業のため、国土交通省所属の大型排水ポンプ車に出動をいただいたところで

あります。避難活動や被害防止に御尽力をいただいた区長をはじめ、御協力いただいた全ての関係

者、関係機関の皆様に対しまして心よりお礼を申し上げる次第であります。このたびの大雨への対

応につきましては、数日間にわたり市内全域に逐次避難指示を発令する状況となったわけでありま

すが、引き続き避難行動と被害の未然防止について、迅速に対応できる体制の構築に努めてまいり

ます。

今回の大雨では、線状降水帯の発生により、石川県能登地方に甚大な被害が発生したところであ

ります。本年１月１日に発生した能登半島地震では、本市とつながりの深い輪島市と七尾市にふる

さと納税の代理寄附を行ったところでありますが、このたびの大雨においても深刻な被害を受けて

いる輪島市の支援のため、９月24日からふるさと納税の代理寄附を開始をいたしたところでありま

す。また、輪島市災害対策本部より、土のう袋及び簡易トイレが不足しているとの連絡がございま

したので、本日、輪島市に対しまして、土のう袋4,000袋、簡易トイレ1,500個、併せて令和４年８

月３日からの大雨による災害の経験を踏まえ、スコップ120本をお届けさせていただいたところで

あります。石川県能登地方では、１月の大地震で被災し、復興に向けて動き始めた矢先、２度目の

被災となり、その心痛は非常に耐え難いものと考えるところであり、このたびの大雨では本市も被

災している中ではありますが、今後新潟県や全国市長会を通じた支援活動が本格化すると考えてお

りますので、支援の要請に対しましては、可能な限り積極的な支援を行ってまいりたいと考えてい

るところであります。

次に、小型家電の宅配回収に係る協定の締結につきまして御報告を申し上げます。このたび、令

和６年９月１日にリネットジャパンリサイクル株式会社と小型家電の宅配回収に係る協定を締結を

し、家庭で廃棄しようとするパソコンやタブレット端末、スマートフォン、携帯電話などの小型家

電について、回収とリサイクルを開始をいたしました。リネットジャパンリサイクル株式会社は、

小型家電リサイクル事業を運営する企業であり、令和６年５月現在、全国約700自治体と協定を締

結し、パソコンなどの使用済み小型家電のリサイクル事業を行っております。また、処理工場では

障害のある方を雇用し、事業を通じた社会貢献活動を積極的に行っている企業であります。本協定

により市民が安全に小型家電を処分できるほか、希望する日時や宅配業者が自宅まで回収に来るこ

とや、一定の重さやサイズ以下であれば処分料が無料になることなど、市民の利便性が大きく向上

すると考えているところであります。

次に、本市職員に対するカスタマーハラスメント対策の実施につきまして御報告申し上げます。

本年、令和６年６月に全職員を対象としたカスタマーハラスメントに関する調査を実施し、回答し

た職員の37％が過去５年間に何らかのカスタマーハラスメントを受けた経験があることを確認した

ことから、その対策を講じるよう指示したところであります。このたび、カスタマーハラスメント
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予防対応マニュアルを新たに策定し、カスタマーハラスメントに対する行動指針を定め、ルールに

基づき組織として毅然と対応することといたしました。また、具体的な対策の一つとして、カスタ

マーハラスメント防止に関する啓発ポスターを庁舎窓口や来庁者の目につきやすい場所に掲示する

ほか、職員が執務時に着用するネームプレートを、これまでの漢字氏名の表記から平仮名とローマ

字で名字のみの表記として10月から着用を開始することとしたところであります。これは、昨今問

題となっているＳＮＳへの勝手な投稿やインターネットサイトを利用した誹謗中傷を防止すること

を目的としたものであります。今後、様々なハラスメント防止に向けて具体的な対策のほか、広報

などによる周知を通じて理解の醸成を図り、ハラスメントが起こりにくい環境づくりを進めてまい

ります。

次に、村上スノーリサーチ＆トレーニングセンターの完成につきまして御報告申し上げます。今

月、村上市スケートパーク芝生広場に、オフシーズンでも利用可能なスノーボードハーフパイプの

世界初のトレーニング施設、村上スノーリサーチ＆トレーニングセンターが完成し、９月14日に竣

工式が行われたところであります。このトレーニング施設は、スノーボードハーフパイプにおける

高度な技の訓練をけがのリスクを軽減しながら行うことができる、高さ約20メートル、最大傾斜角

度約30度、左右両サイドでハーフパイプと同等の軌道での練習が可能な施設となっており、株式会

社Ｌ・Ｓカンパニー、代表取締役社長、平野英功氏によって設置され、運営が行われます。施設の

利用には高度な技術を要するため、当面の間は本市出身のオリンピックアスリートである平野歩夢

選手や平野海祝選手が研究テスト滑走を行うこととなっておりますが、将来、本施設が国内外の一

流アスリートの訓練施設として多くのアスリートに利用され、新しい技の開発やさらなる技術の進

化が行われることが期待されるところであります。今後、本施設が村上市の知名度向上に大きく寄

与し、村上市スケートパークと併せて練習が可能となることでスケートボードの聖地としての価値

を一層高め、施設利用者の増加や観光振興、地域経済の活性化など、多岐にわたる相乗効果をもた

らすと考えられますので、本市といたしましても村上スノーリサーチ＆トレーニングセンターと連

携した取組を進め、次世代の子供たちの夢の応援とトップアスリートの支援を行ってまいります。

以上、御報告を申し上げ。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

５番、上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） おはようございます。１点お聞かせください。

職員に対するカスタマーハラスメントの関係です。行動指針の中で、啓発のポスターを作って、

窓口、それから庁舎内へ掲示するというお話でございました。日々市民のために働いていただいて

いる職員の方を守る、これ本当に非常に大事な取組だと思いますので、しっかりぜひ取り組んでい

ただきたいなと思いますし、私自身も職員に対するハラスメントのないように十分気をつけたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。ポスターの関係であれなのですけれども、マスコミ等
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で、特に生活保護とか福祉の関係の窓口のところで、不当要求は許さないとか、何か非常にどぎつ

いポスターをべたべたっと窓口に貼ったり、ひどいところでは相談室に本当に貼り巡らせて、市民

の方が気楽に窓口を訪れられない、それから相談が気楽にできないような雰囲気を醸し出している

自治体もあるような、そういうマスコミ報道もされております。従来の村上市の対応を見ればそう

いう懸念は私はないと思うのですけれども、十分その辺、カスタマーハラスメントを防止するとい

うことと、あとはやっぱり来やすく相談しやすい、市民にとってそういう窓口体制、組織であるこ

とも大事だと思いますので、その辺は十分配慮していただけるものだろうと思ってはいるのですけ

れども、まず市長のほうから一言、その辺コメントいただければと思います。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 当然職員を守ることもちろんでありますけれども、その先にある行政サービ

スをしっかりと市民に提供する、これが大切なことであります。その間にいろいろなそういうふう

な事案が発生するケースありますので、私も経験ありますので、そこのところを含めて、そういっ

たことを逆にこちらからあおり立てるようなことのないように、そういうふうな対応が絶対必要だ

と思っておりますので、御指摘のところについては本市においては今現状ないというふうに承知を

しておりますけれども、この後も徹底してまいりたいというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） その辺ぜひ御配慮いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わり、諸般の報告を終わります。

日程第３ 議第８４号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）撤回

の件

〇議長（三田敏秋君） 日程第３、議第84号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第

１号）撤回の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） ただいま上程をいただきました議第84号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特

別会計補正予算（第１号）撤回の件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本案は、令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計の歳入歳出予算にそれぞれ470万円を追加し、

予算の総額を１億2,970万円にしようとするものでありましたが、予算計上額に誤りがあることが
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判明したため、去る９月18日に議案撤回請求書を議長宛て提出をいたしたところでありますが、本

日改めて議案の撤回をお願いするものであります。議員各位には多大な御迷惑をおかけすることと

なり、深くおわび申し上げる次第であります。今後、議案の提出に当たりましては細心の注意を払

い、確認を徹底してまいります。

以上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

お諮りをいたします。ただいま議題となっております議第84号 令和６年度村上市蒲萄スキー場

特別会計補正予算（第１号）撤回の件については、これを承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 御異議なしと認めます。

よって、議第84号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）撤回の件につい

ては承認することに決定をいたしました。

日程第４ 請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関

する請願

〇議長（三田敏秋君） 日程第４、請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦

等の実現に関する請願を議題といたします。

本件は、総務文教常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、委員長から審査報告

書が議長宛てに提出されております。

最初に、委員長から審査の概要について報告をお願いします。

総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長 髙田 晃君登壇〕

〇総務文教常任委員長（髙田 晃君） おはようございます。

ただいま上程されております請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等

の実現に関する請願につきましては、去る９月11日午前10時から、第１委員会室において、委員全

員及び議長出席の下、総務文教常任委員会を開催し、審査を行いました。

初めに、紹介議員から補足説明を受けた後、審査に入りました。

審査において自由討議を求めたところ、野村美佐子委員からは、これは国際司法裁判所でもジェ

ノサイドという位置づけであり、とりわけガザ地区のこのやり方に対して、一地方ではあっても声

を上げていくべきとの意見。

尾形修平委員からは、平和な日本に住んでいて、ガザ地区でのこのような状況を報道でしか見聞
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できない状況ではあるが、請願者の思い、私ども一市民としての思いも一緒との意見。

菅井晋一委員からは、イスラエルでも反対の声が市民から上がっている。私どもは、直接手を差

し伸べることはできないが、地域の声を上げていくということはできるとの意見。

鈴木いせ子委員からは、私もテレビを見て切なくなるような現状であるので、ぜひ賛成したいと

の意見。

魚野ルミ委員からは、命の重さはどこにいても誰でも同じ。少しでも早く、一人でも助けられる

ように声を上げていくべきとの意見がありました。

自由討議を終了し、討論を求めたところ討論なく、起立により採決を行った結果、請願第２号は

起立全員にて採択すべきものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これからボタン式投票により採決をいたします。

本案に対する委員長報告は採択です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、請願第２号は採択することに決定をいたしました。

日程第５ 請願第３号 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立に係る意見書採択を求め

る請願書

請願第４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める請願書

〇議長（三田敏秋君） 日程第５、請願第３号及び請願第４号について一括して議題といたします。

本件は、市民厚生常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、委員長から審査報告

書が議長宛てに提出されております。

初めに、委員長から審査の概要について報告をお願いします。

市民厚生常任委員長。

〔市民厚生常任委員長 鈴木一之君登壇〕

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） 皆さん、おはようございます。

ただいま上程されております請願第３号から請願第４号までの２議案については、去る９月17日

午前10時より開会いたしました市民厚生常任委員会で審査を行いました。その審査概要と結果につ

いて御報告いたします。
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最初に、請願第３号 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立に係る意見書採択を求める請願書

について、紹介議員からの補足説明を求め、請願者からの請願の趣旨について説明、陳述を求めた

後に審査に入りました。

自由討議を求めたところ、川村敏晴委員より、デジタル化を進める上で根幹をなすものと考える。

後退させる時期は通過しているという考え方である。安全に利便的に使えるような環境を構築する

ことを求めるべきとの意見がありました。

渡辺昌委員より、マイナンバーカードの健康保険証としてのひもづけは思ったより多いが、これ

まで費用をかけて進めており、対策も講じているので、現在の保険証との併用は現状では難しいと

考えるとの意見がありました。

上村正朗副委員長より、マイナンバーカードの正確性や利便性を、使いながらそれを改善してい

く。どちらを使うかは国民の判断に任せ、強制的に一方にするのではなく、国の動きよりも市民、

住民の声がどちらのほうを向いているかを聞くべきだと思うので、当面は現行の保険証とマイナ保

険証の両立でいくべきとの意見がありました。

自由討議を終え、討論を求めたところ討論はありませんでした。

以上で審査を終結し、起立による採決を行った結果、請願第３号は賛否同数のため、委員長裁決

により不採択すべきものと決定いたしました。

次に、請願第４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める請願書について、

紹介議員から補足説明を求め、請願者から請願の趣旨について説明、陳述を求めた後、審査に入り

ました。

自由討議を求めたところ、長谷川孝委員より、人材不足は今後も続くと思う。そんな中で報酬が

減るのは、働く気力も薄れると思うので、何とかしなければいけないとの意見がありました。

川村敏晴委員より、この地域で安心して介護を受けられる環境を確立していくには、入所、通所、

訪問の環境を維持することが必須であり、訪問介護が継続できるような料金体系に戻すべきと感じ

ているとの意見がありました。

上村正朗副委員長より、ヘルパーは成り手がいなくて、60代、70代の方が頑張っている。収入が

変わらないとしても、事業所が努力して処遇改善の加算を取っている状態。地域包括ケアを保障す

るための大事な訪問介護事業なので、再改定に向けて介護報酬の単価を上げるように要望していき

たいとの意見がありました。

自由討議を終え、討論を求めたところ討論はありませんでした。

以上で審査を終結し、起立による採決を行った結果、請願第４号は起立全員にて採択すべきもの

と決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
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16番、姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） 委員長、御苦労さまでございます。請願第３号について少し質疑したいと思

いますが、委員の中では賛否が同数になって、委員長の裁決の下、採択しないものとしたという報

告ですが、委員長がこれについて反対した理由があるようであれば、あるとは思いますが、よけれ

ば教えていただきたいのですが。

〇議長（三田敏秋君） 市民厚生常任委員長。

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） 今の御質疑でございますが、12月２日からもう動き始めてい

くというような格好の中で、振り返ってみても今日までもある程度予算化をしながら土壌を整えて

まいってきました。そしてまたその中で、これからやはりこの先になってもある程度、マイナ保険

証を使わなくても、資格確認書というものが発行されるやに聞いておりますので、その点も踏まえ

まして、一度皆さんでこの動きの中でそれを実感しながら進めていかれればなと、そういうような

思いでありまして、この点について皆さんの御意見も拝聴しながら、最終的に私が判断させていた

だきました。

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） 今の委員長の答弁ですと、国の施策に従うというところが大きなポイントに

なったのかなとは思いますが、新潟日報の９月15日に出された新聞によりますと、もっとあなたに

特別報道班というのがございまして、この話によると、もあ特など、読者とつながる報道に取り組

む全国で18の地方紙がマイナ保険証に関する合同アンケートを実施したということで、それには実

施期間は８月９日から８月18日の10日間、通信アプリなどで協力を呼びかけ、１万2,007人から回

答があり、本県でも335人が回答していると。その結果、マイナ保険証の導入はやめてくれという

のが42％、そして現行の保険証とマイナ保険証との選択制にというのが39.8％で、つまり残してほ

しいという声が80％を超えたと報道がございました。本県の回答では、現行の保険証の存続を望ん

だのは77.9％、これも相当高うございますが、こういうことも報道されております。

私、我々の市議会、市議会というのは議員の合議制でなっておりますので、１人ではございませ

んが、まずは市民の声を行政に届けること、当たり前ですけれども、あともう一つ、我々の特権と

してその市民の声を、国政にも意見を言う場が与えられておるわけでございます。こうやってアン

ケートを見る限り多くの市民は、まずはもう少し待って、その中でマイナ保険証に一本化するだけ

ではなくて、もう少し待ったらどうかという声が相当ございます。今回のマイナ保険証の件は、マ

スコミが独自のアンケートで取り上げて、我々国民に知らせてくれたわけですが、市民の多くが言

ったように12月２日での保険証の廃止、猶予期間は１年ほどありますが、反対しているのが見えて

きているわけで、何とか我々市議会議員はその声を届けてあげるというのが大事なポイント、仕事

の一つだと思います。国政のことだけではなくて、それに対してやっぱり違うのではないかという

声もあるのだということを村上市民の声として上げてやるのは、私は当然の行為だと思いますが、
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この辺について見れば、委員長はどんなふうにお思いですか。

〇議長（三田敏秋君） 市民厚生常任委員長。

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） 今ほどお話しされたのは、私どもも地域の声というか、そう

いうところを反映させるということは、市議会議員としては、それは本当に皆さんと共有をされる

ということで、本来の姿であると思います。今、国でもこうやって試行錯誤の中で発信して始めて

おるということで、皆さんにもその使い勝手、そのよさも含めていただきながら進めていくという

施策に対して、私どもはそれに一定の評価をしながら、これからその中ででも、不手際というか、

いろいろ難しいところが出てきた場合には、それをある程度鑑みていただきながら、今確認書とい

うものも発行するというようなお話の中でありますので、推移を見守りながらこれを着実に進めて

いって、ＤＸというか、これから皆さん、来年度にかけては免許証云々というお話もございますの

ですが、そこら辺りを含めまして、やっていかれればなということでありまして、議員がおっしゃ

ったように地域の声を云々というのは、私も重々それは共有しておりますので、その辺りを含めま

して、今回はこの点については私どもは評価させていただきながら、これから進めていただきたい

という気持ちの中でおりました。

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） 最後に、質問しますけれども、委員長が重要なポジションであったというこ

とを認識していただきたいと思います。３対３の同数で、委員長が反対したことによって通らなか

ったということなのです。３人、３人ずつの思いは、確かに私も番外で聞いていて伝わっておりま

す。ただ、言えることは、国の国政に対してこういう声も地方にはあるのだ、だから少しやり方を

考え直したほうがいいという声が地方から出る私は意見だと思うのです。国政を大事にすることは

分かりますが、市民の声を上げることも私は議会の重大な仕事だと思います。再度お尋ねします。

その辺の意識はどうでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 市民厚生常任委員長。

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） おっしゃったとおりに重要ポストであって、そこのいかんで

左右するというお話でありましたのですけれども、私は市民の方々もそれぞれ、アンケートを通じ

ながら、やはりいいということでなされている方もおられるということも現実でありますので、そ

れをかみ合わせた形の中でこれから進めていかれればいいという思いであります。私は、委員長で

云々でそこら辺りをよく存じていないということで言われると甚だ遺憾でありますが、その点を含

めまして、お互いに共有をしながら進めていかれればと思っておりますので、議員のおっしゃった

ことも含めまして、私もこれから進めていくということでありますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（三田敏秋君） ３番、野村美佐子さん。

〇３番（野村美佐子君） 私も審議を傍聴させていただきましたけれども、自由討議のときの賛成の
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意見に、今問題があることは認めていて、問題が起こらないよう政府がきちんと手はずを整えてく

れればという、そういうことを求めていきたいという意見が２人ぐらいいらっしゃったと思うので

す。今うちの夫の社会保険で、今回資格情報カードというのが届きました。それは何かというと、

マイナ保険証で病院行ったときに、資格確認とかできないトラブルがあった場合に、必ずそのカー

ドも一緒に持っていって、これが自分の情報ですよって見せてください、つまりマイナカードのト

ラブルが起こることを前提とした手はずをやっている。それから、マイナカードがなかなか進まな

いので、今マイナカードを使えない病院や医院にペナルティーをつけて診療報酬を引き下げるとい

うことまで政府は言い出しています。つまり同じ医療行為をしているのに金額が違うという、これ

大変な医療崩壊になると思うのですが、こういういろいろな政府の施策に対しては、具体的にこう

いうことが出ているから、安心して12月２日の廃止はできるよねというような討議になったのか、

それともこの施策について、これは出ている、これは出ているという具体的な討論ができたのか、

そのことについて一言だけお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 市民厚生常任委員長。

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） 私どもも時間をかけながらその辺りを、両者というか、皆さ

んの、今までの経過もたどりながら、今後そういうような格好も出てくれば、また国としてもそこ

の対応をさせていただくようなことを前提に進めさせていただければということが多かったのかな

と思っておりますし、反対の方はそれなりの、やはり今の現状ではもう少し先に延ばして、その中

でお話ができればなというような御意見もございました。その中で、私も含めまして、国政にも、

また地域の声を反映させるということでも、その中でもやはりどうこうしながら、今後を見詰めて、

また不測のときにあればそれを解決していただくような方向で、国もそこらあたりはよく考えてお

られると思いしますし、現在もここで私どももそこに対してはいろんな御意見をいただきながらい

くという姿勢であると思いますので、その辺りは御理解いただきたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 野村美佐子さん。

〇３番（野村美佐子君） ちょっと具体的にはよく分かりませんでした、今の答弁は。でも、本当に

私たちはそういう国がやることに対してのチェックもしていくという立場が大事だと思いますの

で、今後の審議に生かしていただければと思います。

以上で終わります。

〇議長（三田敏秋君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから順次討論の後、ボタン式投票により採決をいたします。

最初に、請願第３号について討論を行います。

通告のありました原案に賛成の討論を許します。
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５番、上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） おはようございます。新緑会の上村正朗でございます。それでは、請願第３

号 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立に係る意見書採択を求める請願書について、賛成の立

場で討論を行いたいと思います。

現行の健康保険証の新規発行が停止される12月２日まで、残り２か月余りとなりました。マイナ

ンバーカードを健康保険証として利用登録をしている方は今年７月末で約7,451万人、マイナンバ

ーカードを所有している人の80％がマイナ保険証を持っていることになります。一方、マイナ保険

証の利用率は、今年８月末の時点で12.43％にとどまっております。どうして利用率がこんなに上

がらないのでしょうか。それは、国民がマイナ保険証に不安を抱いていることと、強引とも思える

政府の進め方に対して不信感を持っているからだと考えます。健康保険証は、転職や結婚、転居で

加入する保険が次々に変わります。70歳以上の人は、所得によって窓口の負担割合も変わります。

さらに、加入する保険者によって保険証の有効期間も異なります。これらのことにマイナ保険証が

誤りなく本当に対応できるのでしょうか。高齢者や障害者などが移行の際に対応できず、一時的に

せよ公的医療保険制度からこぼれ落ちる心配は本当にないのでしょうか。マイナ保険証に対する様

々な不安が払拭されて、多くの人が安全だ、便利だと思うようになれば、利用率はおのずと増えて

いくと思います。

今年８月に、新潟日報をはじめ全国18の地方紙が取り組んだマイナ保険証に関するアンケート調

査の結果によれば、マイナ保険証の導入に反対する方が42.0％、現行の保険証とマイナ保険証の選

択制にが39.8％、現行の保険証を残してほしいという意見が８割を超え、圧倒的な国民の意思だと

いうふうに私は考えます。多くの国民が不安を抱えている中で現行の保険証の新規発行を停止する

ようなやり方は、この国の基本である主権在民、国民主権の理念の軽視につながるものだと考えま

す。国が進めているのだから仕方がないという御意見の方もいらっしゃるかもしれませんが、議会

として聞くべきは、不安を抱えている市民、住民の声であると私は確信しています。

来年３月からマイナンバーカードに運転免許証機能を持たせるマイナ免許証への切替えが始まる

と聞いています。こちらは希望する人が対象で、従来の免許証を持ち続けることも可能です。マイ

ナ免許証が国際免許証として通用しない国があるということも大きな理由だと聞いています。先ほ

ども申しましたが、健康保険証も運転免許証と同じようにマイナ保険証は便利だと思う人が持てる

ような選択制にすれば何の問題もないというふうに思います。

12月２日まで２か月を切りましたけれども、２か月ございますので、両立に向けての対応は、忙

しいですけれども、可能だというふうに考えます。本請願のとおり、現行の保険証とマイナ保険証

の両立を行うことが皆保険制度と国民の命と健康を守ることにつながると心から確信いたします。

議員各位の賢明な判断の下、本請願に対する賛同を賜りますことをお願い申し上げまして、請願

第３号に対する賛成討論とさせていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。
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〇議長（三田敏秋君） これで討論を終わります。

これから請願第３号を採決いたします。

本件に対する委員長報告は不採択です。

よって、原案について採決いたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成少数です。

よって、請願第３号は採択しないことに決定をいたしました。

次に、請願第４号を採決いたします。

本件に対する委員長報告は採択です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成多数です。

よって、請願第４号は採択することに決定をいたしました。

日程第６ 議第７３号 村上市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定

について

〇議長（三田敏秋君） 日程第６、議第73号 村上市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。

本案は、総務文教常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、委員長から審査報告

書が議長宛てに提出されております。

初めに、委員長から審査の概要について報告をお願いします。

総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長 髙田 晃君登壇〕

〇総務文教常任委員長（髙田 晃君） ただいま上程されております議第73号について、先ほど報告

いたしました請願の審査に引き続き、副市長をはじめ、理事者出席の下、審査を行いました。

初めに、担当課長から説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、個人情報が流出して問題になっているケースがあるが、今まで以上に厳しく罰する考

えはないかとの質疑に、市の業務はマイナンバーに限らず個人情報をあらゆる部署で扱っており、

それゆえに非常に精神的、神経を使う部分である。とはいえ人間であり、個人情報流出といった事

例があるごとに通知、それから各課との業務の打合せ、再発防止といったことになるべく時間をか

けてやるようにしており、今後もそのような体制で行っていきたいとの答弁。

その他さしたる質疑なく、質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討
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論なく、起立による採決を行った結果、議第73号は起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから議第73号をボタン式投票により採決をいたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第73号は委員長報告のとおり可決されました。

それでは、11時５分まで休憩といたします。

午前１０時５２分 休 憩

午前１１時０５分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

日程第７ 議第７４号 村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条

例制定について

議第７５号 子どもに係る医療費助成の一部負担金無償化に伴う関係条例の整

備に関する条例制定について

議第７６号 村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例制定について

議第７７号 村上市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

議第７８号 村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例制定について

議第７９号 村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

議第８０号 公の施設に係る指定管理者の指定について

〇議長（三田敏秋君） 日程第７、議第74号から議第80号までの７議案を一括して議題といたします。

本案は、いずれも市民厚生常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、委員長から

議長宛てに審査報告書が提出されております。
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初めに、委員長から審査の概要について報告をお願いします。

市民厚生常任委員長。

〔市民厚生常任委員長 鈴木一之君登壇〕

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） ただいま上程されております議第74号から議第80号の７議案

については、去る９月13日、17日の両日、午前10時から、第１委員会室において、委員全員、議長、

副市長及び理事者出席の下、市民厚生常任委員会を開会いたしました。その審査概要と結果につい

て御報告いたします。

初めに、議第74号 村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例制定につ

いてを議題とし、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、現在の村上市内の空き家の数についての質疑に、令和４年度の調査の結果で1,987件

との答弁でありました。

また、委員より、固定資産税の減免の適用期間が３年となっているが、その効果はどのくらいか

との質疑に、国土交通省の調査によると３年以内に全体の６割くらいが除却しているため、３年以

内に土地の有効活用を図ってもらいたいとの答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求め

たが討論なく、起立による採決を行った結果、議第74号は起立全員にて原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、議第75号 子どもに係る医療費助成の一部負担金無償化に伴う関係条例の整備に関する条

例制定についてを議題とし、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、制度拡充に伴う負担額の算定根拠についての質疑に、令和５年度の実績に基づく金額

であるとの答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求め

たが討論なく、起立により採決を行った結果、議第75号は起立全員にて原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、議第76号 村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題とし、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、自由討議

を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立により採決を行った結果、議第76号は起

立全員にて原案とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議第77号 村上市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題

とし、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、自由討議を求めたが自

由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立により採決を行った結果、議第77号は起立全員にて原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議第78号 村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定につ
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いてを議題とし、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、自由討議を

求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立により採決を行った結果、議第78号は起立

全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議第79号 村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当

課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、自由討議を求めたが自由討議なく、

討論を求めたが討論なく、起立により採決を行った結果、議第79号は起立全員にて原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

最後に、議第80号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長から議案の

説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、指定管理料の算定の内訳について、物価高騰や人件費等、最低賃金も毎年上がってい

ると思うが、上がった分は契約変更されるのかとの質疑に、実績に基づき大幅な変更があった際に

は契約変更で調整しているとの答弁でありました。

また、ゆり花会館の利用状況についての質疑に、令和５年度で入浴利用者は４万7,169人、会館

利用者は585人との答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求め

たが討論なく、起立により採決を行った結果、議第80号は起立全員にて原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから順次ボタン式投票により採決をいたします。

最初に、議第74号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第74号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第75号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。
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よって、議第75号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第76号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第76号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第77号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第77号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第78号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第78号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第79号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第79号は委員長報告のとおり可決されました。

最後に、議第80号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第80号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第８ 議第８１号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定について
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〇議長（三田敏秋君） 日程第８、議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定につい

てを議題といたします。

本案は、経済建設常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、委員長から審査報告

書が議長宛てに提出されております。

初めに、委員長から審査の概要について報告をお願いします。

経済建設常任委員長。

〔経済建設常任委員長 河村幸雄君登壇〕

〇経済建設常任委員長（河村幸雄君） ただいま上程されております議第81号の議案について、その

審査の概要と結果について御報告申し上げます。

去る９月18日、19日の両日、第１委員会室において、委員全員、副議長、副市長をはじめ、理事

者出席の下、経済建設常任委員会を開会いたしました。

議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定についてを議題とし、担当課長から議

案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、スキー場廃止後のリフト撤去や土地の原状復帰については、地元や関係者にとって非

常に大事なことであるが、話合いの現状はとの質疑に、地権者からの質問、要望を受けているが、

まだ検討がスタートしていない。廃止条例を提案させていただき、改めて提案や要望に応えるため

の調査を進めていきたいとの答弁。

委員より、集落の方、関係者と今後の補償についてしっかりと話し合われた後に廃止条例を提案

するべきと考える。今定例会で提案するのは早過ぎるのではないかとの質疑に、ファイナルイベン

トなどの計画も考えており、廃止条例を提案していない状況でそういったイベントを企画するのは

どうなのだという議論もあり、今定例会での提案としたとの答弁。

委員より、原状復旧には５年ぐらいの期間がかかるのかとの質疑に、ゲレンデに植林し、管理し

ていくため、かなりの年数がかかると思うので、５年よりも長くかかると考えている。

委員より、直近の利用者数はとの質疑に、令和３年、7,631人、営業日数67日間、令和４年、6,194人、

営業日数71日間、令和５年、5,159人、営業日数41日間との答弁。

委員より、蒲萄スキー場の運営のために借入れをしているが、返済金額の残高はとの質疑に、圧

雪車の購入、スキーセンター大規模改修工事、災害復旧工事などの返済金額として約8,845万円で

あるとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたところ、姫路敏委員より、廃止後の原状復帰などについ

ては地元の集落の方々と行政が話し合える場を設け、しっかりと関係者と話し合って進めていくこ

とを条件に賛成したいと考えるがとの意見。

佐藤憲昭委員より、賛同するとの意見がありました。

次に、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第81号は起立全員にて原案のとおり可決す
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べきものと決定しました。

また、この議第81号については、経済建設常任委員会の協議において、スキー場の廃止に当たっ

ては、リフトの撤去やゲレンデの原状復帰等の対応について、関係者や地権者との話合いを進め、

閉鎖に伴う諸課題に誠意を持って対応すること、またその状況について随時議会へ報告することを

強く要請することを附帯決議として提案することを決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論の後、ボタン式投票により採決をいたします。

通告のありました原案に反対の討論を許します。

３番、野村美佐子さん。

〔３番 野村美佐子君登壇〕

〇３番（野村美佐子君） 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定についての反対討論を行い

ます。

蒲萄スキー場が閉鎖された後の原状回復はどのようなスケジュールで行うのか、雪崩の対策は、

集落の人たちが跡地を活用するにはどのような過程で集落に戻されるかなど、廃止後の住民の負担

に応えていないことがまず問題なのではないかと思います。富樫議員の一般質問の市長の答弁でも、

今回の条例等廃止については配慮に欠けた部分があったと率直に感じていると話されたのは、市民

の心情を考えた言葉だと市民への誠意を感じました。村上市の今までの進め方は、今回もそうだと

思いますが、例えば駅前開発問題でも、学校統廃合においても、下水道料金改定問題でも、関係者

に説明しているとして、説明会などの人数がとても少ないこと、説明会が市民の意見を取り入れず、

結論ありきのような形になっていること、市民の皆さんが何を言っても、決まっている、そう感じ

るという感想が多く出されている。特に重要なのは、将来の姿を明確に示していないことです。学

校統廃合の後はどうなるのか、この後はどうなるのか、そういうことがほとんど提案、計画されて

いない。これでは市民の不安が払拭されず、諦めたり、不信につながってしまうのではないでしょ

うか。財政の厳しさから取捨選択を迫られているのは理解できますが、市民の声をよく聞く、その

後の計画をきちんと示し、納得を得るやり方をしていくことが大切だと思います。閉鎖を急ぎ、条

例を廃止するのではなく、地元の皆さんも市民全体も市のやりたい方向がきちんと理解できる形で

条例を廃止する必要があると思います。そういう立場からこの議案には反対します。

以上です。ありがとうございます。

〇議長（三田敏秋君） 次に、通告のありました原案に反対の討論を許します。

６番、菅井晋一君。
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〔６番 菅井晋一君登壇〕

〇６番（菅井晋一君） 蒲萄スキー場につきましては、９月定例会初日に本議案が上程される際に、

その質疑でも述べさせていただきましたが、これから36年の歴史と伝統あるスキー場の最後のシー

ズンに入ろうとするとき、そのフィナーレにふさわしい仕掛けに入ろうとするこのときにスキー場

廃止の条例制定を提案するという。なぜ今か。今でなくてもシーズン終了後でも、３月定例会でも、

いつでもいいのにという疑問を私はまず抱いています。しかも、このたび所管の経済建設委員会か

らの附帯決議で指摘されているとおり、スキー場廃止後の跡地の復旧の方法や期限、地元集落の活

性化策など、明確な方向性が示されていないという現状を踏まえ、地元をはじめ、関係者が納得し

て安心してスキー場にお別れを告げることができる段階に至るまで、この蒲萄スキー場廃止の条例

制定は保留していただくことを願い、本条例制定に反対をいたしたいと存じます。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） これで討論を終わります。

これから議第81号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成多数です。

よって、議第81号は委員長報告のとおり可決されました。

追加日程第１ 議員発議第１７号 議第８１号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条

例制定についてに関する附帯決議

〇議長（三田敏秋君） お諮りをいたします。

小杉武仁君から議員発議第17号 議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定につ

いてに関する附帯決議が提出されております。

この議員発議第17号を日程に追加し、議題にすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 御異議なしと認めます。

よって、この議員発議を日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。

追加日程第１、議員発議第17号 議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定につ

いてに関する附帯決議を議題といたします。

事務局から議案を配付させます。

〔議案書配付〕

〇議長（三田敏秋君） 提出者から提案理由の説明をお願いいたします。
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９番、小杉武仁君。

〔９番 小杉武仁君登壇〕

〇９番（小杉武仁君） ただいま上程されました議員発議第17号 議第81号 村上市蒲萄スキー場条

例等を廃止する条例制定についてに関する附帯決議の提案理由の説明を申し上げます。

本議案は、９月19日に開催されました経済建設常任委員会の協議会において、議第81号について

は附帯決議を付するべきものと決定し、上程するものです。議第81号につきましては、先ほど可決

されたところでありますが、今後スキー場閉鎖に伴う諸課題に向けた取組等について、附帯決議を

するものであります。

ここで附帯決議文を読み上げます。

議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定についてに関する附帯決議

はじめに、村上市蒲萄スキー場は、これまで長年にわたり、冬季の観光客の受け皿として、また、

児童生徒の体験の場や市民の健康増進の場として重要な役割を果たしてきた。開設当時の設置運営

にご尽力いただいた関係者をはじめ、営業にご協力いただいた地元集落の皆様に深く敬意を表する

ものである。

このたびの「議第81号 村上市蒲萄スキー場条例等を廃止する条例制定について」の議案審査に

おいて、スキー場廃止後の跡地復旧の方法や時期、地元集落の活性化策など、明確な方向性が示さ

れていないことが明らかとなった。

このことからスキー場の廃止に当たっては、リフトの撤去やゲレンデの原状復旧等の対応につい

て、関係者や地権者との話合いを進め、閉鎖に伴う諸課題に誠意をもって対応すること。また、そ

の状況について随時議会へ報告することを強く要請する。

以上、決議する。

以上が決議文となりますが、本案を村上市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

賛成者は、姫路敏議員、佐藤憲昭議員、富樫光七議員、河村幸雄議員。提出者は、私、小杉武仁

でございます。

以上、提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議員発議第17号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。
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〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議員発議第17号は原案のとおり可決されました。

日程第９ 議第８２号 令和６年度村上市一般会計補正予算（第７号）

議第８３号 令和６年度村上市情報通信事業特別会計補正予算（第１号）

議第８５号 令和６年度村上市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議第８６号 令和６年度村上市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

議第８７号 令和６年度村上市下水道事業会計補正予算（第１号）

〇議長（三田敏秋君） 日程第９、先ほど撤回された議第84号を除く議第82号から議第87号までの５

議案を一括して議題といたします。

本案は、関係所管常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、各委員長から審査報

告書が議長宛てに提出されております。

各委員長から審査の概要について報告をお願いします。

初めに、一般会計予算決算常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

一般会計予算決算常任委員長。

〔一般会計予算決算常任委員長 大滝国吉君登壇〕

〇一般会計予算決算常任委員長（大滝国吉君） ただいま上程されております議第82号 令和６年度

村上市一般会計補正予算（第７号）については、一般会計予算決算常任委員会に総務文教、市民厚

生、経済建設の分科会を設置し、９月11日から19日までの間、延べ６日間にわたって各分科会でそ

れぞれの所管部分の審査を行いました。各分科会での審査が終了したことから、９月25日午前10時

から一般会計予算決算常任委員会を開催したので、審査の概要と結果について御報告を申し上げま

す。

議第82号のうち総務文教、市民厚生、経済建設の分科会所管分については、３つの分科会とも起

立全員で原案のとおり可決すべきものとの態度を決定したとの各分科会長から報告がありました。

それぞれの分科会長報告に対し質疑を求めたところ、委員より、ヘルメットの着用を普及させる

ため購入費の助成があるが、ネット購入でも対象になるのかなど購入先の条件の有無について確認

する内容はあったのかとの質疑に、そういった質疑はなかったとの答弁でした。

次に、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第82号

は起立全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

次に、総務文教常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長 髙田 晃君登壇〕

〇総務文教常任委員長（髙田 晃君） ただいま上程されております議第83号について、先ほど報告

いたしました議案に引き続き審査を行いました。その審査の概要と経過について御報告申し上げま

す。

議第83号 令和６年度村上市情報通信事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし、担当課長か

ら説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、今回はＮＴＴ柱、東北電力の柱の移転に伴う朝日地区と神林地区の修繕が対象とのこ

とだが、山北地区の予定はとの質疑に、今回年間の見込額を算定したところ、朝日、神林地区で不

足が見込まれたが、山北については今回補正の必要はないという判断。来年度以降のことはまだ分

からないとの答弁でした。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立による

採決を行った結果、議第83号は起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

次に、市民厚生常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

市民厚生常任委員長。

〔市民厚生常任委員長 鈴木一之君登壇〕

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） ただいま上程されております議第85号 令和６年度村上市介

護保険特別会計補正予算（第１号）については、先ほど報告いたしました議第80号に引き続き審査

を行いました。その審査概要と結果について御報告いたします。

担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑はなく、自由討議を求めたが自由

討議なく、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第85号は起立全員にて原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。
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最後に、経済建設常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

経済建設常任委員長。

〔経済建設常任委員長 河村幸雄君登壇〕

〇経済建設常任委員長（河村幸雄君） ただいま上程されております議第86号及び議第87号の２議案

については、先ほど報告しました議案に引き続き審査をいたしました。その審査の概要と結果につ

いて御報告申し上げます。

初めに、議第86号 令和６年度村上市簡易水道事業会計補正予算（第１号）を議題とし、担当課

長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、支出を削減するための今後の考えはとの質疑に、簡易水道事業への一般会計からの繰

入れは相当な金額であり、依然として一般会計からの繰入れなしではこの事業が成り立たない状況

になっている。今後の投資については、統廃合などを含め計画的にやっていきたいとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立採決の

結果、議第86号は起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、議第87号 令和６年度村上市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題とし、担当課長か

ら議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、一般会計への出資金返還による支出として4,550万円あるが、厳しい経営状況を考慮

すべきではないかとの質疑に、他の特別会計に倣って実施しているところだが、財政課と協議して

いきたいとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立採決の

結果、議第87号は起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから順次ボタン式投票により採決をいたします。

最初に、議第82号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第82号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第83号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。
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〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第83号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第85号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第85号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議第86号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第86号は委員長報告のとおり可決されました。

最後に、議第87号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第87号は委員長報告のとおり可決されました。

それでは、日程第10が議案数多いので、ここで昼食休憩に入りますので、午後１時まで休憩とい

たします。

午前１１時４５分 休 憩

午後 １時００分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議員の発言

〇議長（三田敏秋君） ここで野村美佐子さんから発言を求められておりますので、これを許します。

３番、野村美佐子さん。

〇３番（野村美佐子君） 野村美佐子です。このような発言の機会を与えていただいて本当にありが
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とうございます。

午前中の審議の中で、日程第５、請願第４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に行うこと

を求める請願書の採択でボタンの押し間違いをし、請願の紹介議員でもあり、一般質問で取り上げ

た立場でありながら反対のボタンを押してしまったことに対し、本当に大きな責任と問題を感じて

います。これからはこのような誤りがないよう精進して頑張りたいと思います。

本当にこの発言の機会をいただいて、ありがとうございました。

〇議長（三田敏秋君） 会議規則上、表決の訂正はできませんので、以後十分留意されるよう申し添

えておきます。

日程第１０ 議第８８号 令和５年度村上市一般会計歳入歳出決算認定について

議第８９号 令和５年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について

議第９０号 令和５年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議第９１号 令和５年度村上市蒲萄スキー場特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議第９２号 令和５年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議第９３号 令和５年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議第９４号 令和５年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議第９５号 令和５年度村上市上水道事業会計決算認定について

議第９６号 令和５年度村上市簡易水道事業会計決算認定について

議第９７号 令和５年度村上市下水道事業会計決算認定について

〇議長（三田敏秋君） 日程第10、議第88号から議第97号までの10議案を一括して議題といたします。

本案は、関係所管常任委員会に付託をし、休会中御審査願ったものですが、各委員長から審査報

告書が議長宛てに提出されております。

各委員長から審査の概要について報告をお願いします。

初めに、一般会計予算決算常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

一般会計予算決算常任委員長。

〔一般会計予算決算常任委員長 大滝国吉君登壇〕

〇一般会計予算決算常任委員長（大滝国吉君） ただいま上程されております議第88号 令和５年度

村上市一般会計歳入歳出決算認定については、先ほど報告いたしました議第82号に引き続き審査を

行いましたので、審査の概要と結果について報告を申し上げます。
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議第88号のうち総務文教、市民厚生、経済建設の分科会所管分については、３つの分科会とも起

立全員で原案のとおり認定すべきものと態度を決定したとの各分科会長から報告がありました。そ

れぞれの各分科会長報告に対し質疑を求めたところ、委員より、民生費で福祉タクシーや人工透析

通院助成についての質疑はあったのかという質疑に、なかったものと記憶しているとの答弁でした。

委員より、衛生費の急患診療所経費についての質疑はなかったのかとの質疑に、なかったとの答

弁でした。

次に、自由討議を求めたところ、姫路委員から、村上市若葉町にある村上市急患診療所は狭く、

設備も十分とは言えないため、設備が充実している村上病院にこういう窓口を設置すべきであると

の意見。

上村委員から、医師や職員の方は一生懸命してもらっているが、建物の環境面には不安も感じて

いる。施設内の器具や機能など、どのようになっているのかは確認していないので、議員個人とし

ても問題意識を持っていきたい。また、委員会としても取組が必要だと感じているとの意見でした。

また、姫路委員より、人工透析患者の通院助成であるが、現行の助成のみでは十分でないと感じ

ているため、市民厚生常任委員会で勉強などをしていただきたいとの意見。

尾形修平委員より、姫路委員から福祉タクシーの件でしたが、各種支援サービス利用券について

も施設入所者は対象外となっていることなどについても委員会で調査していただきたいとの意見。

上村委員より、現状では個人的な負担が多いと認識している。委員会でいろいろな議論ができる

よう相談していきたいとの意見。

富樫雅男委員より、冬場の通院のため福祉タクシー券を残しておくなど、通院に苦労していると

の声があったため一般質問をしたが、県内でも村上市の助成は低いレベルではないが、委員会のほ

うでも深掘りしていただきたいとの意見。

鈴木一之市民厚生分科会長より、現状を把握しながら委員会で検討していきたいとの意見。

長谷川委員より、頻繁に通院する方はタクシーを使うことができず、バスを利用する現状でもあ

る。こういったことも委員会で調査していきたいとの意見がありました。

次に、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第88号は起立全員で原案のとおり認定すべ

きものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

次に、総務文教常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長 髙田 晃君登壇〕
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〇総務文教常任委員長（髙田 晃君） ただいま上程されております議第89号及び議第90号の２議案

について、先ほど報告いたしました議案に引き続き審査を行いました。その審査の概要と経過につ

いて御報告を申し上げます。

初めに、議第89号 令和５年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、

担当課長から説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、土地開発基金について、決算附属報告書の基金運用状況を見ると、昭和63年、平成元

年あたりの基金に保有する土地があるが、いまだに何十年も塩漬けになっている状態である理由は

との質疑に、昭和63年から平成４年まで、都市計画の街路関係の土地ということで残っているが、

都市計画道路ということで当時先行取得して購入していた土地であるが、事業が進まず、このまま

土地開発基金のほうで受けるというようなことになっているとの答弁。

委員より、土地取得事業経費について、土地購入費と補償費の詳しい内容はとの質疑に、対象者

は２人であり、土地については合計2,043.4平方メートル、その土地の購入費は２人分で5,624万

9,410円である。補償費についても２人分であり、建物、立木、舗装等の補償費になるとの答弁。

その他さしたる質疑なく、質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討

論なく、起立による採決を行った結果、議第89号は起立全員にて原案のとおり認定すべきものと決

定いたしました。

次に、議第90号 令和５年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、

担当課長から説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、朝日、神林、山北の３地区の普及率はとの質疑に、山北地区が98.1％、朝日地区が

91.4％、神林地区が78.9％であるとの答弁。

委員より、神林が群を抜いて低い理由はとの質疑に、神林地区については加入を任意にした関係

で入られないという方もいたためとの答弁。

委員より、情報通信使用料の調定額の約5,500万円に比べて収入未済額が約416万円だが、徴収方

法はとの質疑に、各支所で収納対策を行っており、訪問や分納等を行っている。本来、滞納者につ

いてはサービス停止も考えるべきところでもあるかもしれないが、告知端末の場合、災害時に避難

ができなくなることからサービス停止ができず、同じ方がたまっているような状況が見られるとの

答弁。

その他さしたる質疑なく、質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討

論なく、起立による採決を行った結果、議第90号は起立全員にて原案のとおり認定すべきものと決

定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

次に、市民厚生常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

市民厚生常任委員長。

〔市民厚生常任委員長 鈴木一之君登壇〕

〇市民厚生常任委員長（鈴木一之君） ただいま上程されております議第92号から議第94号までの３

議案は、先ほど報告いたしました議第85号に引き続き審査を行いました。その審査概要と結果につ

いて御報告申し上げます。

最初に、議第92号 令和５年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

し、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、国民健康保険の加入世帯数が減ってきているようだが、今後５年間の加入人数、世帯

数はとの質疑に、具体的な数字は押さえていないが、今年の10月から社会保険への加入拡大が含ま

れており、また減っていくことが考えられ、今後75歳、後期高齢者の加入も増えていくため年々減

っており、今後も同じようなペースで減っていくと考えているとの答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求め

たが討論なく、起立による採決を行った結果、議第92号は起立全員にて原案のとおり認定すべきも

のと決定いたしました。

次に、議第93号 令和５年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

し、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、後期高齢者の保険料の値上げが頻繁になる可能性があると思うが、どのように考えて

いるかとの質疑に、保険料は令和５年度までは据置きだったが、令和６年度からは上げた経緯があ

る。また、若年層が減ってきている中で、若年層の負担について負担割合の３割を増やすとか、上

限を上げるということが言われており、若年層からの負担を軽くするというような方向であるとの

答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立に

よる採決を行った結果、議第93号は起立全員にて原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

最後に、議第94号 令和５年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、

担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、介護認定の新規の認定時の年齢についての質疑に、令和２年度は82.8歳、令和３年度

は83歳、令和４年度は83.8歳と少しずつ年齢が上がっており、最初の認定で要介護度が重くつくよ

りも、要支援１・２といった軽い介護度で維持している方が増えている印象であるとの答弁であり

ました。

委員より、介護予防事業に2,000万円ほどかけているが、予防事業の成果について及び村上市で

ＰＲしたい特別な事業はあるかとの質疑に、会場によっては温泉も使えて、運動と併せて教室を行
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ったり、総合型スポーツクラブと協力して転倒予防や、専門職も加わって単年ではなく継続して行

うことで身体機能の維持につながっている教室になっていると考えるという答弁でありました。

ほかにさしたる質疑なく、以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求め

ましたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第94号は起立全員にて原案のとおり認定すべ

きものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

最後に、経済建設常任委員長から審査の概要について報告をお願いします。

経済建設常任委員長。

〔経済建設常任委員長 河村幸雄君登壇〕

〇経済建設常任委員長（河村幸雄君） ただいま上程されております議第91号及び議第95号から議第

97号の４議案については、先ほど報告しました議案に引き続き審査をいたしました。その審査の概

要と結果について御報告申し上げます。

初めに、議第91号 令和５年度村上市蒲萄スキー場特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

し、担当課長から議案の説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、自由討議を求めたが自由

討議なく、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第91号は起立全員にて原案のとおり認定

すべきものと決定しました。

次に、議第95号 令和５年度村上市上水道事業会計決算認定についてを議題とし、担当課長から

議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、石綿管改良工事とあるが、市内での石綿管の延長はどのくらいかとの質疑に、約５キ

ロメートルであるとの答弁。

委員より、石綿管を取り替えていく工事について詳細な計画はないとのことだが、必要ではない

かとの質疑に、直ちに計画を策定し、来年度には完了時期を答えられるようにしていきたいとの答

弁。

委員より、メーター検針を町内に依頼することについてどう考えるかとの質疑に、人口減少に伴

って市内のメーター検針についても委託先を探すのに苦慮することになると考えているため、町内

にメーター検針を依頼することについてはいろいろ条件があるかと思うが、検討する必要はあると

の答弁。

委員より、企業債明細書を見ると政府系銀行が多いが、利息を削減するために市中銀行から借り

入れることを検討してはとの質疑に、公的資金である財政融資資金は30年、40年借りられるため、

そちらを選んでいるところである。10年未満の借入れについても現在財政融資資金を選んでいるが、
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銀行等の利率も考えながら今後検討していくとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたところ、姫路敏委員より、有利な借入れのため、市中銀

行からの借入れも検討していただきたいとの意見。

佐藤憲昭委員より、賛同するとの意見がありました。

次に、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第95号は起立全員にて認定すべきものと決

定いたしました。

次に、議第96号 令和５年度村上市簡易水道事業会計決算認定についてを議題とし、担当課長か

ら議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、市内で石綿管の延長はとの質疑に、上水道と同じく５キロメートルであり、計画を立

てて工事を実施していきたいとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立採決の

結果、議第96号は起立全員にて原案のとおり認定すべきものと決定しました。

最後に、議第97号 令和５年度村上市下水道事業会計決算認定についてを議題とし、担当課長か

ら、議案の説明を受けた後、質疑に入りました。

委員より、借入れ先を政府系銀行から市中銀行への切替えを検討し、市内に本店を置く村上信用

金庫をメインに借入れをすべきと考えるがとの質疑に、縁故債は入札により金融機関を決定してお

り、利息の低いところから借りるべきだと思うが、委員の意見も理解できるため、検討していきた

いとの答弁。

委員より、下水道事業収益費用明細書に個別浄化槽施設使用料とあるが、個別浄化槽についての

所管は環境課であり、上下水道課の所管に移すべきだと思うがとの質疑に、現在の所管で不具合が

あればやはり所管替えも視野に入れながら検討すべき事項だと思うとの答弁。

委員より、下水道事業を考えたときに合併浄化槽に切り替えていくことが必要であると感じるが

との質疑に、山間地にある農業集落排水については、施設の改築更新の際に、個別処理浄化槽へ転

換する計画も今後立てていきたい。その前段階として、神林地区であれば西神納、東神納、神納の

農業集落排水３施設を村上浄化センターへ統合し、排水処理施設を廃止することにより、経費削減

を来年度から取り組んでいく。こういった対応をし、下水道事業予算を減らしていきたいとの答弁。

委員より、河内集落の合併処理浄化槽は、個人管理ではなく市が管理しているが、ほかの地域も

同じようにすべきではないかとの質疑に、そういう方式でできるのか検討していきたいとの答弁。

以上で質疑を終結し、自由討議を求めたところ、姫路敏委員より、下水道事業については汚水処

理施設の統廃合と合併処理浄化槽に移行できるところは早めに移行し、河内集落のように市が管理

すべきであるとの意見。

次に、討論を求めたが討論なく、起立採決の結果、議第97号は起立全員にて原案のとおり認定す

べきものと決定いたしました。
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以上で報告を終わります。

〇議長（三田敏秋君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから順次ボタン式投票により採決をいたします。

最初に、議第88号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第88号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第89号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第89号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第90号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第90号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第91号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第91号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第92号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。
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賛成全員です。

よって、議第92号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第93号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第93号は原案のとおり認定することに決定をしました。

次に、議第94号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第94号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第95号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第95号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

次に、議第96号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第96号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。

最後に、議第97号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は認定です。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第97号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。
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日程第１１ 議第９８号 村上市民ふれあいセンター空調改修（機械設備）工事の工事請

負契約の締結について

〇議長（三田敏秋君） 日程第11、議第98号 村上市民ふれあいセンター空調改修（機械設備）工事

の工事請負契約の締結についてを議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） ただいま上程をいただきました議第98号につきまして、提案理由の御説明を

申し上げます。

本案は、村上市民ふれあいセンター空調改修（機械設備）工事の工事請負契約の締結について、

地方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の御議決を求めるものであります。

本工事は、老朽化による故障から機能不全となった村上市民ふれあいセンターの空調設備を改修

するもので、空調に用いる熱源をこれまでの重油式から都市ガス式に、空調の管理方式を集中管理

から個別管理に変更し、コスト面、環境面、運用面において機能の向上を図るものであります。入

札に当たりましては、令和６年９月12日に市内事業者の特定共同企業体による一般競争入札を執行

したところ、参加した４つの企業体のうち３つの企業体の入札額が同額となり、さらに低入札調査

基準価格を下回ったため入札を保留とし、３企業体に対し、低入札価格調査を実施をいたしました。

その結果、３企業体ともに失格判断基準には該当しませんでしたので、電子入札システムのくじに

よる抽せんによって落札者を決定をいたしました。契約者は、旭電工・サクマ特定共同企業体で、

契約金額３億5,857万2,085円で仮契約を締結したものであります。

また、本契約につきましては、本年第２回定例会に御議決をいただいたとおり、継続費に基づき

契約を締結するものであります。

よろしく御審議の上、原案どおり御決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議第98号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。
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よって、議第98号は原案のとおり可決されました。

日程第１２ 議第９９号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）

〇議長（三田敏秋君） 日程第12、議第99号 令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） ただいま上程をいただきました議第99号につきまして提案理由の御説明を申

し上げます。

本案は、令和６年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第１号）についてであります。歳入

歳出予算の総額にそれぞれ451万6,000円を追加し、予算の規模を１億2,951万6,000円にしようとす

るものであります。先ほど御承認をいただきました議第84号の議案撤回に伴い、議案の誤りを訂正

した上で再度提案させていただくものであります。

補正の内容といたしましては、歳入におきまして、第３款繰入金で一般会計繰入金194万円を、

第４款繰越金で前年度繰越金257万6,000円を、歳出におきましては、第１款総務費の蒲萄スキー場

運営経費で、スキー場の閉鎖に伴う雪崩等の調査委託料として測量設計等委託料470万円をそれぞ

れ追加するとともに、ゲレンデ草刈り業務委託料については契約額の確定により18万4,000円を減

額しようとするものであります。

よろしく御審議の上、原案どおり御決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

16番、姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） これ修正して出し直してきてというのは十分分かりました。蒲萄スキー場が

今回というか、今期で最後になるということで、先ほど蒲萄スキー場の廃止条例が確定されて、そ

れで今後予算面でもそれに伴ってつけれるというような話も委員会のときにございました。私、そ

ういう意味で補正もなってくるのだろうとは思うのですが、最後の蒲萄スキー場の開催のときに、

何とか平野歩夢さんあたりと村上市と折衝していただいて、やっぱり最終なので、最後なのでとい

うことも含めて、滑っていただくような、頂上からばあっと滑り降りてくる、スノーボードでみた

いな形で、最後を締めくくるような考え方というのは、観光課長、どうですか。思い当たるところ

ないですか。

〇議長（三田敏秋君） 観光課長。

〇観光課長（田中章穂君） ただいまの議員からの発案、非常に興味深くお聞きさせていただきまし

た。望めるようであれば我々もそういったふうな最後にふさわしいイベント等も開催したいと考え
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ております。ただ、平野選手の今後の冬季におけるスケジュール等も確認しなければなかなか実現

は難しいところでございますので、これから慎重にその分も含めてラストシーズンに向けたイベン

ト等の検討を進めてまいりたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） スキー場の運営経費となるわけでございますので、ともあれそんな形でフィ

ナーレをしっかりとやっていただきたいなと。逆に盛り上がって終わるというのも一つかなと思い

ますけれども、市長、どうですか、その辺。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） ただいま課長が答弁申し上げましたとおり、そうした形の機運を醸成するの

も大切なことだなというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。

〇16番（姫路 敏君） 以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議第99号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議第99号は原案のとおり可決されました。

日程第１３ 議員発議第１２号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の

実現に関する意見書の提出について

〇議長（三田敏秋君） 日程第13、議員発議第12号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の

停戦等の実現に関する意見書の提出についてを議題といたします。

提出者から提案理由の説明をお願いします。

７番、富樫雅男君。

〔７番 富樫雅男君登壇〕

〇７番（富樫雅男君） ただいま上程されました議員発議第12号 パレスチナ自治区ガザ地区におけ

る人道目的の停戦等の実現に関する意見書の提出についてでありますが、本案は去る９月11日に開
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催されました総務文教常任委員会で審査され、採択された請願に基づく意見書の提出についてであ

り、村上市議会会議規則第14条の規定により提出するものです。

意見書についてでありますが、資料に記載のとおり、人道目的の停戦及び人質の即時無条件の解

放、国際人道法を含む国際法の遵守、さらに民間人の被害の最小化、人道支援物資の供給を通じた

人道危機の改善というものであります。

提出先は、内閣総理大臣であります。

賛成者は、魚野ルミ議員、尾形修平議員、鈴木いせ子議員、菅井晋一議員、野村美佐子議員、髙

田晃議員。そして、提出者は、私、富樫雅男でございます。

以上、提案理由の御説明を申し上げました。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いい

たします。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議員発議第12号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議員発議第12号は原案のとおり可決されました。

日程第１４ 議員発議第１３号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、

私学助成の増額・拡充を求める意見書の提出について

議員発議第１４号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、

私学助成の増額・拡充を求める意見書の提出について

〇議長（三田敏秋君） 日程第14、議員発議第13号及び議員発議第14号の２議案は、いずれも私立高

校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額・拡充を求める意見書の提出につ

いてであります。これを一括して議題といたします。

提出者から提案理由の説明をお願いいたします。

７番、富樫雅男君。

〔７番 富樫雅男君登壇〕

〇７番（富樫雅男君） ただいま上程されました議員発議第13号及び議員発議第14号 私立高校の学
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費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額・拡充を求める意見書の提出について、

一括して提案理由の説明を申し上げます。

本案は、去る９月11日に開催された総務文教常任委員会の協議会で審査され、願意了承された陳

情に基づく意見書の提出についてであり、村上市議会会議規則第14条の規定により提出するもので

す。

意見書の内容につきましては、皆様へ配付されております資料のとおりでございますが、私立高

校生への就学支援金制度を現在の年収590万円から年収910万円未満世帯の授業料を無償化、私立高

校入学金への新たな助成措置、さらに私立高校の専任教員増を可能にするよう、経常費助成の増額

を要請するものであります。

議員発議第13号の提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆議院議長及

び参議院議長であります。議員発議第14号の提出先は、新潟県知事であります。

賛成者は、両議案ともに、魚野ルミ議員、尾形修平議員、鈴木いせ子議員、菅井晋一議員、野村

美佐子議員、髙田晃議員。そして、提出者はいずれも私、富樫雅男でございます。

以上、提案理由の御説明を申し上げました。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

〇議長（三田敏秋君） これから一括質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから順次討論の後、ボタン式投票により採決をいたします。

最初に、議員発議第13号について討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議員発議第13号を採決いたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議員発議第13号は原案のとおり可決されました。

次に、議員発議第14号について討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議員発議第14号を採決いたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。
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賛成全員です。

よって、議員発議第14号は原案のとおり可決されました。

日程第１５ 議員発議第１５号 訪問介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める

意見書の提出について

〇議長（三田敏秋君） 日程第15、議員発議第15号 訪問介護報酬引上げの再改定を早急に行うこと

を求める意見書の提出についてを議題といたします。

提出者から提案理由の説明をお願いいたします。

５番、上村正朗君。

〔５番 上村正朗君登壇〕

〇５番（上村正朗君） ただいま上程されました議員発議第15号 訪問介護報酬引上げの再改定を早

急に行うことを求める意見書の提出についてでありますが、本案は去る９月13日に開催されました

市民厚生常任委員会で審査され、採択された請願に基づく意見書の提出についてであり、村上市議

会会議規則第14条の規定により提出するものです。

意見書案は、お手元に配付のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長であります。

賛成者は、渡辺昌議員、長谷川孝議員、川村敏晴議員、大滝国吉議員、山田勉議員、鈴木一之議

員。そして、提出者は私、上村正朗でございます。

以上、提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

〇議長（三田敏秋君） これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 討論なしと認めます。

これから議員発議第15号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成全員です。

よって、議員発議第15号は原案のとおり可決されました。

日程第１６ 議員発議第１６号 姫路敏議員に対する辞職勧告決議
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〇議長（三田敏秋君） 日程第16、議員発議第16号 姫路敏議員に対する辞職勧告決議を議題といた

します。

地方自治法第117条の規定により姫路敏君は除斥の対象となりますので、姫路敏君の退場を求め

ます。

〔16番 姫路 敏君退席〕

〇議長（三田敏秋君） 提出者から提案理由の説明をお願いします。

15番、川村敏晴君。

〔15番 川村敏晴君登壇〕

〇15番（川村敏晴君） それでは、ただいま上程されました議員発議第16号 姫路敏議員に対する辞

職勧告決議に対する提案理由を述べさせていただきます。

姫路敏議員は、令和４年２月、新型コロナウイルスに関する補助金をだまし取った疑いで逮捕さ

れ、議員を辞職した。同年３月、ほかの補助金も詐取した疑いと、百条委員会の採決に絡み贈賄を

申し込んだ疑いで再逮捕され、裁判では一審、二審とも有罪判決。令和６年７月１日、最高裁は上

告を破棄する決定を下し、懲役２年６か月、執行猶予４年の判決が確定した。

村上市議会基本条例は、第３条で「議員の活動原則を定め、高い倫理観を持って誠実にその職務

を遂行し、自らの言動等に責任を持つこと」とある。今回の行為は、市民の信託を受けた市議会議

員としての自覚を欠く恥ずべきものである。議員１人の問題にとどまらず、村上市議会に対する市

民の信頼を著しく失墜させ、品位と権威を傷つけたことによる社会的・道義的責任は極めて重く、

断じて許されるものではない。

よって、姫路敏議員は今回の判決決定を受け、自らの誠意と責任により、直ちに市議会議員を辞

職することを村上市議会として強く求めるものである。

以上を決議していただきたく思っておりますが、この決議文に補足として皆様に少しお願いした

い儀がございます。先ほども申し上げましたが、村上市議会基本条例の第３条、そして村上市議会

議員政治倫理条例の第２条の「議員は、市民全体の代表として高い倫理的義務があることを常に自

覚し、良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、市民の代表としての品位の向上に努めな

ければならない」とも明記されております。

平成20年、５市町村の合併により新しく村上市が誕生し、議会基本条例の制定の必要性が協議さ

れ、全議員の真剣な討議が交わされた後、平成23年９月、ようやく村上市議会基本条例が公布され

ました。そして、平成28年11月には、村上市議会議会改革調査研究特別委員会が発足し、令和４年

12月26日にようやく村上市議会議員政治倫理条例が全議員の厳しくも真剣な討論の末、公布を見ま

した。この２つの条例制定時には姫路敏議員も、途中までではありますが、その議論に加わってい

たと記憶をしております。そして、激論の末、この２つの条例を制定したわけでございます。この

条例は、私たち村上市議会議員自らが自らの意思により生み出した、我々村上市議会自身の基本的
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なルールでございます。その２つの基本的ルールには、ともに高い倫理観を持つこと、これが明記

されております。

私は、さきの７月に開催された臨時会の後に、再び刑事犯罪の執行猶予について調べ、いろいろ

と解説書を見てきましたが、その結果は、犯した犯罪に対して確定した懲役刑、いわゆる刑務所に

収監される刑罰に対し、その懲役刑の執行をする代わりに、その懲役刑のおよそ２倍相当の期間を

執行猶予期間とするとされており、その執行猶予期間に新たな懲役刑等の犯罪を犯さないで過ごせ

ばもとの懲役刑は消滅する、そしてすなわち刑の執行が完了したことになるとされておりました。

私には、どうしてもこの執行猶予期間で犯した犯罪の刑事罰が完了したと理解することができな

いでおります。姫路議員には、村上市議会で辞職勧告を可決されたとしても、法律的には辞職をし

なくてはならない義務はないことは私も承知をしております。しかし、今ほど申し上げた村上市議

会議員全体でつくり上げた議会基本条例や議員政治倫理条例のルールにのっとれば、姫路議員の犯

した犯罪と執行猶予中の現状は、市民の代表としての高い倫理観を持った行動とは言えないものと

私は感じております。姫路議員は、逮捕後、議員を辞職し、判決がまだ確定していない今年４月の

村上市議会選挙で当選したことで村上市議会議員として当然の資格を有していると述べております

が、現実は犯した２つの犯罪に対して執行猶予中であり、完全に罪の償いに至ってはいないのであ

ります。再犯を犯さずに無事執行猶予期間が完了したならば、犯した犯罪の罪の償いは完了したも

のであり、議員辞職を勧告する何物の理由もございません。しかし、今はまだその時期ではない、

このように考えております。

私たち村上市議会の議会基本条例と倫理条例にある高い倫理観は、どういう意味を持つのでしょ

うか。私たち村上市議会議員は、選挙に当たり、もしくは当選後、村上市議会議員全体でつくり上

げた議会基本条例、そして議員政治倫理条例があることを承知しているはずです。承知しながら村

上市議会議員の職に就いているものと思っております。そのことは、すなわち村上市議会議員とし

ての高い倫理観を持ちながら議員活動をしなくてはならない、そういう我々村上市議会議員に与え

られた責務であるとお感じになっていることと考えております。その厳しい責務の中で、議員活動

には一般市民の方々よりもより厳しい倫理観を持ち、行動する義務があるものと私は感じておりま

す。なぜなら、市民の方々、そして国民の方々の大切な税金により我々に議員報酬が支給されて、

我々の議員活動と生活の原資となっているわけでございます。

議会基本条例、そして議員政治倫理条例の策定の協議では、議員が犯罪を犯し、最高裁で最終判

決を下された場合の対処についてまでは協議されることはありませんでした。そのことに対して、

この対処の仕方について、文章の記載ももちろんございません。しかし、討議すらされていなかっ

たということは、誰しもが議員が犯罪を犯し、執行猶予中に議会議員として存在していることを想

定していなかったということにもなるのではないでしょうか。この倫理条例に掲げられている高い

倫理観とは、市民の皆様の立場より村上市議会議員としてさらに厳しい倫理観を持つべきと私は理
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解しておりますし、そしてこの倫理観を持って判断したとき、執行猶予中である場合、議会議員と

して職に就いていることは望ましいことではないと感じてもおります。

決して姫路議員個人を憎んでいたりするわけではございません。私だけではなく、村上市議会議

員の中にも姫路議員の議員活動の優秀さを評価し、そしてまた友人としてその人間性を評価される

方もいらっしゃることは当然理解できることであります。しかし、ここは私も断腸の思いで姫路議

員の議員辞職勧告を提案しているのでございます。それは、ひとえに私たち自身がつくり上げた議

会基本条例と議員政治倫理条例を守り抜くがための決意でございます。このすばらしい２つの条例

の運用があやふやな解釈で崩れていくことを強く懸念しているものであります。

どうか村上市議会議員の皆様、拙い私の提案理由ではございますが、私の主張する根本を御理解

をいただき、今回は全議員の皆様に御理解と御賛成をいただきますことを切にお願いを申し上げ、

提案をするものでございます。

上記の議案を村上市議会会議規則第14条の規定により提出をいたします。

令和６年９月27日。

賛成者は、大滝国吉議員、髙田晃議員、渡辺昌議員、小杉武仁議員、鈴木いせ子議員、鈴木一之

議員、長谷川孝議員、富樫雅男議員、佐藤憲昭議員、河村幸雄議員、尾形修平議員。そして、提出

者は私、川村敏晴でございます。

どうか皆様の正しい御判断を心からお願い申し上げ、私の提案説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君から本件について一身上の弁明をしたいとの申出があります。

この申出を許可することについて、ボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してくだ

さい。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成多数です。

よって、姫路敏君の一身上の弁明の申出に同意することは可決されました。

姫路敏君の入場を許可します。

〔16番 姫路 敏君入場〕

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君に申し上げます。

ただいま弁明の同意が得られましたので、一身上の弁明を自席にて許可いたします。

〇16番（姫路 敏君） 弁明の機会を与えていただいたことに感謝申し上げます。

私の心情を述べさせていただきながら、それを弁明とさせていただきたいのですが、１番目に、

これらの一連の事件についてみれば、逮捕されたことを要因として、令和４年２月22日に社会的・

道義的責任の下で、既に１度、皆さん御存じのように、議員を辞職しております。私としてみれば、
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同じことで２度も議員を辞職することは今のところ考えておりません。

２番目ですが、昨年の10月に新潟地裁で懲役２年６か月、執行猶予４年の判決が言い渡されまし

た。しかしながら、私はその判決に不服があったもので、東京高等裁判所に控訴いたしました。今

回の議案でも破棄という言葉を使っておりますが、破棄という言葉は裁判上ございません。棄却か

却下でございますが、棄却というのはそれを上級の裁判所で裁判官が判断した上で棄却。それとも

う一つ、却下というのは、受け入れようもなく、受け付けないというのが却下でございます。その

上で、私は棄却されました。その後、最高裁判所に上告いたしましたが、それも棄却となり、御存

じのように今日に至っております。

議案書によると、７月に最高裁で棄却されたことは、刑が確定されたことなので、辞職するべき

であるとの説明でございますが、この件についても私は昨年10月に新潟地裁で判決が出されたこと

で、村上市民宛てにおわび文を新聞折り込みと、そして手配りで約１万5,000部を配布し、市民に

説明しております。その内容は、事件の内容、経緯を記したもの、そして刑事裁判では0.1％しか

覆ることのない、それだけの可能性しかないものでございますが、それでも私自身納得のいかない

部分についてみれば、今後も裁判で闘っていきますということを記しておわび文を皆様に配布した

ところでございます。そしてなお、選挙のときもそのことを説明した上で、包み隠さず全てを話し

た上で選挙に入り、そして私には、957人の方々の思いが通じて、ここに当選して議員として今存

在しておるところでございます。

最後になりますが、私が今やらなければいけないことは、議員を辞職することではありません。

私に投票された957人の方々の思いを大事にして、それ以上に村上市民のためにしっかりと議員活

動を行うことが私に課せられた仕事でございます。

これが私の弁明でございます。どうもありがとうございました。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） それでは、姫路敏君の退席を求めます。

〔16番 姫路 敏君退席〕

〇議長（三田敏秋君） 提出者は、議員答弁席へ御移動願います。

これから質疑を行います。

５番、上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） どうも川村議員におかれましては大変お疲れさまでございます。前回も質疑

しましたので、こういったことで質疑することは非常に不幸なことだとは思うのですけれども、３

点について質疑をさせていただきたいと思います。

最初、まず執行猶予、私の理解不足なのかもしれませんけれども、ちょっと質疑の前に、執行猶

予中の者は議員になるべきではないというような提案理由にちょっと聞こえましたので、それはち

ょっと、執行猶予中の方も全国に恐らく何千、何万人といらっしゃると思いますので、法的にどう
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なのかなというのは、弁護士とか大学の先生にやっぱりこれはきちんと確認しなくてはいけないな

というふうには思っていますけれども、具体的な質問としては、今の姫路議員の弁明でもあったと

おり、辞職勧告決議が可決されたとしても辞める気はないよということで、最初から分かっている

ことではあるのですが……

〇議長（三田敏秋君） 端的にお願いします。

〇５番（上村正朗君） はい。

提案理由を聞けば大体分かるのですけれども、御本人は辞めないと言っているのにあえて決議を

提出した理由をもう一度お聞かせいただければと思います。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇15番（川村敏晴君） 先ほども申し上げたとおりでございます。上村議員においても、村上市議会

基本条例及び議員政治倫理条例は目を通していただいていることと思います。先ほど言ったとおり

でございます。法的に辞職する責任ないことは先ほども述べました。ただ、村上市議会基本条例、

そして政治倫理条例にのっとって考えれば、やはりまだ執行猶予中は罪を償ったわけではないので、

議員として活動するにはいかがなものかと私は感じておりますし、賛同者もそのように思っている

ことと感じています。

〇議長（三田敏秋君） 上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） そこが、執行猶予中だと議員活動ができないというのが、私ちょっとそれが、

法的に果たしてどうなのかな、妥当なのかな。裁判、法的な措置に訴えるような話でもないのかも

しれませんけれども、その辺何かあれですか。私もちょっとしっかりは勉強していないのですけれ

ども、弁護士さんとか何か法の専門家で執行猶予中の者は、結局後で法的な責任問題というのが出

てきますので、聞いているのですけれども、その辺は確認されましたか。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇15番（川村敏晴君） あくまでも村上市議会基本条例、倫理条例を判断した上で、私が法律として

議員を辞めなければならないと申し上げているのではないです。村上市議会の今言った基本条例、

倫理条例を鑑みて議員をすべきでないだろうというふうに考えてのことであります。

〇議長（三田敏秋君） 上村正朗君。

〇５番（上村正朗君） 議論する場ではないのであれですけれども、条例というのはあくまで法の範

囲内で定めるのが条例ですので、公職選挙法でも、あと刑法でも、法的に求めていないことを条例

を根拠にして議員に求めることは果たして法的に正しいものなのかなというのは、法的ないろんな

ものに耐え得るのかなというのは非常に心配なのですけれども、それは個人の感想ですから。

最後にお聞きしたいのは、今回のこの決議案は12人の賛同を得ていますので、通ると思います。

採択はされますけれども、御本人は辞めないということになると思うのですけれども、私、川村議

員にお聞きしたいのは、市政にも地域にも非常に課題が山積しています。議員定数も20人になりま
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した。一人一人の議員が本当に力を出し切って、村上市が抱える課題の解決のためにしっかり取り

組むことが必要だと思います。御本人、それは川村議員も認めておりますが、非常に能力のある議

員です。市民に対する責任ということを自覚しながら一生懸命議員活動にも取り組んでおりますの

で、勧告は議決されると思いますし、本人も辞めないということになると思うのですけれども、そ

ういう段階になったとしても、川村議員のほうから、言い方は悪いですけれども、高い立場に立っ

て、御本人を排除するわけではなく、今後日常的にしっかり包摂しながら、議員活動を進めていっ

ていただきたいなと思うのですけれども、今後そんな形で考えていただければありがたいなと思う

のですが、その辺はいかがでございましょうか。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇15番（川村敏晴君） ただいまの提案については、上村議員も含めて、今まで賛成いただけなかっ

た議員の方々に御賛同いただきたい、そのための発議でございます。それ以上のものは考えており

ません。

〇議長（三田敏秋君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。

それでは、これから討論を行います。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 賛成の討論ですか、反対の討論ですか。

〔「反対」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） では、６番、菅井晋一君。

〔６番 菅井晋一君登壇〕

〇６番（菅井晋一君） 姫路議員は、令和４年２月22日に、社会的・道義的責任を取り、自ら議員辞

職し、今回選挙まで２年２か月間、市議会議員の職を離れ、多くの友人、そして支持者を失い、地

域の団体や集まりなどからも退けられ、社会的な制裁を受け、そして今後も受け続けなければなり

ません。しかし、議員各位御承知のとおり、市議会議員として、法的にはもちろん、議員辞職する

必要はないものでございます。

そして、今回の選挙で支援した957人の村上市民の意思を踏まえ、真摯に反省しながら、市民と

村上市のために全力を尽くすという本人の当選から今日までの議会活動、そしてその足跡を鑑みれ

ば、私は姫路議員の今後一層の議会活動に期待し、辞職勧告決議には反対いたしたいと存じます。

〇議長（三田敏秋君） 賛成の討論はございませんか。

11番、渡辺昌君。

〔11番 渡辺 昌君登壇〕

〇11番（渡辺 昌君） 議員発議第16号 姫路敏議員に対する辞職勧告決議につきまして、賛成の討
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論を行います。

姫路議員の不法行為については、本年７月１日に懲役２年６か月、執行猶予４年の刑が確定して

いることは周知の事実であります。このたびの市議会議員選挙においては、最高裁の判決前の選挙

であり、支持者から900を超える票をいただき、市議会議員として当選されました。このことだけ

を考えますと、法律上は姫路議員は現在の議員資格を失うことはないものと理解しております。し

かしながら、村上市議会のあるべき姿や理念を姫路議員と一緒になりつくり上げてきた村上市議会

基本条例及び村上市議会議員政治倫理条例に抵触するものであり、高い倫理観を持ちながら本市の

市政を進めていく姿とは到底相入れないことではないでしょうか。権利を主張するだけでは、今日

まで築き上げてきた村上市議会としての理念や信条が踏みにじられることになり、大きな失望を感

じ得ません。

以上のことから、姫路議員の良心に期待して、上程されました議員発議第16号について賛成いた

します。

〇議長（三田敏秋君） 反対の討論はございませんか。

３番、野村美佐子さん。

〔３番 野村美佐子君登壇〕

〇３番（野村美佐子君） 姫路議員の辞職勧告決議への反対討論を行います。

７月臨時会と同じ発議がされたことに実際驚いています。前回、私は棄権をしました。それは、

議員として判決を重く受け止める必要があるというのは分かるけれども、法律的には議員活動を続

けることに何ら問題がないこと、一度辞職してそのことを明らかにして選挙で選ばれていること、

本人が決議されても議員活動を続ける意思を表明していることなどを考え、私は７月臨時会の段階

では姫路議員に対しての情報の持ち合わせが少なかったために、倫理的問題の判断ができず、棄権

とさせていただきました。しかし、今回は姫路議員の活動を半年近くしっかりと見てきました。２

回の一般質問は、市民の声をよく聞き取り、データも丁寧に調べて、市政の問題点を明らかにした

上で、建設的な提案、スケートパークのネーミングライツや下水道の個別浄化槽の在り方など、本

当に積極的・具体的提案も行いました。私は、自分の所属しない委員会もほとんど傍聴しています

が、姫路議員の質疑、討論が極めて多く、事前によく勉強できていることに驚きました。

今、村上市は厳しい財政運営を強いられ、少子高齢化、そういう中で駅前開発の問題や物価高の

中で上下水道料金値上げするなど、たくさんの問題が山積しています。法律で認められている議員

活動を云々している時間はないのではないでしょうか。今議会に、私たち議員に必要なのは、排除

することではなく、20人の議員一人一人が市民の声をよく聞き、市民のための市政をつくるための

提案をすること。そのためにも一般質問をよく準備して行う、事前に勉強して市政をきちんとチェ

ックする、そのことが大事なのではないでしょうか。これがまさに基本条例でいう高い倫理観、市

議としての高い倫理観を示すことになるのではないでしょうか。今まさに市民の負託に応えて一生
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懸命議員活動をしている姫路議員の再生の努力を認め、排除ではなく包摂で市議会一丸となって取

り組んでいこうではありませんか。そういう立場で私はこの発議に強く反対するものです。

〇議長（三田敏秋君） 賛成の討論はございませんか。

12番、尾形修平君。

〔12番 尾形修平君登壇〕

〇12番（尾形修平君） 議案に賛成の立場で討論を行います。

私、本日を迎えるに当たって、昨日、７月の臨時会の映像を再度見直しました。その中で、多く

の質疑、また賛成討論、反対討論がされた中で、様々な意見があって、いろんな考えがあるのだな

というのは再度認識しました。しかしながら、更生するというのに関しましても、更生を排除する

のではなくて、更生を優先するという考えは私は賛成です。しかしながら、第３期の議会において

姫路議員は、いわゆるストーカー、ＧＰＳの問題で一度議員を辞職しております。そのときは略式

起訴で、相手方とも示談が成立して、係争事件にはならなかったのですけれども、それと時間を置

かずに今回またこのような不祥事を起こしたということに関しては、更生というのを私はどう考え

るのかなということが１つ疑問にありました。

あと地裁の10月の判決で刑が確定していればという質疑もございました。そうすると、必然的に

この４月の選挙では刑が確定した時点での選挙になったわけです。それが今回の投票数、得票数に

つながったかといえば、私は疑問が残るところであります。その件に関しましては、多くの市民の

方から、皆さんもそうでしょうけれども、いろんな意見を受けていると思います。

この件に関しましても、先ほど申し上げましたストーカーの件に関しましても、市内外の多くの

方からいろんな批判をいただいているのは私に限ったことではないというふうには思っておりま

す。しかしながら、先ほどから出ております現行制度の公職選挙法では、執行猶予期間中でも議員

の資格はあるのです。それは、現行法で守られているというのは私も十分に理解しておりますけれ

ども、先ほど来、提案者、また賛成討論の中でも言われている、いわゆる倫理観をどう捉えるかと

いうことに私は尽きるのではないかというふうに思っております。

さっきも皆さんから出ましたけれども、姫路議員は本当に議員としても優秀さがあるというのは

私も理解しております。ですから、ぜひこの４年間、私は今回の決議を最後に、この決議はもう出

ないというふうに、私は賛成はしませんし、そう思っております。ですから、刑期を全うして、４

年間本当に村上市、村上市民のために働いてもらえることをお願いして、討論を終わります。

〇議長（三田敏秋君） 反対の討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 賛成の討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） これで討論を終わります。
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これから議員発議第16号をボタン式投票により採決をいたします。投票を開始してください。

〔ボタン式投票〕

〇議長（三田敏秋君） 投票を締め切ります。

賛成多数です。

よって、議員発議第16号は原案のとおり可決されました。

姫路敏君を入場させてください。

〔16番 姫路 敏君入場〕

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君に申し上げます。

議員辞職勧告決議は可決されましたので、告知をいたします。

日程第１３ 議員派遣の件

〇議長（三田敏秋君） 日程第13、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りをいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、お手元に配

付の議員派遣の件のとおり議員を派遣したいと思います。なお、内容に変更が生じた場合は、議長

に御一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（三田敏秋君） 御異議なしと認めます。

よって、議員派遣の件は別紙のとおり決定し、その内容の変更については議長に一任をされまし

た。

〇議長（三田敏秋君） 以上をもちまして本日の日程は全て終了しましたので、会議を閉じ、令和６

年第３回定例会を閉会といたします。

皆様には長期間にわたり大変御苦労さまでございました。

午後 ２時２８分 閉 会


